
付紙１

利用手続きの流れと注意点

三沢・八戸・松島飛行場周辺、三沢対地射爆撃場周辺及び王城寺原演習場周辺における国有地（防衛省所管）の使用を
希望される方へ
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三沢・八戸・松島飛行場周辺、三沢対地射爆撃場周辺及び王城寺原演習場周辺において、防衛省で所有している国有

地については、これまで公共を目的とした使用に限って地方公共団体等へ使用許可を行ってきました。

この度、 土地の有効活用を図る観点から、買い入れた土地の行政目的を妨げない範囲で、一定の条件のもと、

個人・企業等への使用許可を行うこととしました。

国有地の使用を希望される場合は、 以下のとおりの手続きになります。

国有地利用の要望

場所、用途、使用期間等をお聞きします。なお、用途によってはお貸しできない場合があります。

また、国有財産の使用許可であるため、使用料については国で算定された金額になり、また国の

事業都合により使用許可の取り消しがあることもご承知おきください。

※土地利用計画書（様式１）を提出して下さい。

国有財産使用許可
申請書の提出

公募の結果をお知らせしますので、申請者となられた方は国有財産使用許可申請書(様式５)を提

出して下さい。

警察への照会
暴力団又は暴力団員ではないこと、暴力団又は暴力団員と関係を有していないこと等について、
必要に応じ、警察への照会します。

使 用 許 可

財 務 省 協 議

・使用料及び使用許可開始予定時期については、この時点で申請者へご連絡いたします。但し使

用料については、開始時期によって増減があります。

・財務省協議の結果、使用許可できない場合もあります。

返 還・更 新

再 公 募

・使用許可を終了する場合は、国有財産返還・原状回復届（様式９）を提出して下さい。

・公用・公共用として利用の必要のない場合、一度に限り更新が可能なため、期間満了の２月前

までに国有財産使用許可申請書(様式５)を提出して下さい。

・更新後の使用期間が満了した後も引き続き使用の要望がある場合は、土地利用計画書（様式１）

を提出いただき、再公募により利用者を決定します。

・ただし、国有地の管理形態が変更となった場合、公用、公共用としての利用の必要性に関係なく、

使用許可の取消を行い、更新は行いません。

要望書内容について審査のうえ許可申請書の申請者を決定します。なお、複数者から要望があり、

審査の結果要件を満たす者が複数となった場合は抽選となります。
申請者の決定

・公募内容について、要望と合致した場合には要望書(様式２)、誓約書(様式３-１)及び役員名

簿（様式４）（変更の都度、随時提出）を提出して下さい。（土地利用計画書（様式１）の提

出者も同様の書類を提出の上、公募に参加して下さい。）

・転貸する場合、転借人にかかる誓約書（様式３-２）及び役員名簿（様式４）も提出して下さい。

要望書の提出

物件、面積、使用可能期間の提示公 募 公 告

要望事項について、当局で事前審査を行い、使用が可能と判断した場合は、公募を行います。内 容 審 査

・国有財産使用許可書（様式６）の発出後、別途送付する納入告知書により１年分（年度途中の場
合は、日割計算）を前納していただきます。

・使用許可後に使用物件の転貸を希望する場合は、国有財産の転貸許可申請書（様式７）、誓約書
（様式３-２）及び役員名簿（様式４）を提出して下さい。転借人についても、必要に応じ、警察
へ照会の上、国有財産の転貸許可書（様式８）を発出します。

※ （様式１～５、様式７、様式９）については、電子ファイルでの作成及び電子メールでの提出が可能です。


